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グローバルな情報社会に関する沖縄憲章

（仮 訳）

１．情報通信技術（ＩＴ）は、２１世紀を形作る最強の力の一つである。そ

の革命的な影響は、人々の生き方、学び方、働き方及び政府の市民社会と

のかかわり方に及ぶ。ＩＴは、世界経済にとって極めて重要な成長の原動

力に急速になりつつある。ＩＴは、また、世界中あらゆるところにおいて、

多くの進取の気質を持つ個人、企業及び地域社会が一層の効率性と想像力

をもって経済的課題及び社会的課題に取り組むことを可能にしつつある。

我々すべてが活かし、分かちあうべき大いなる機会が存在する。

２．ＩＴにより推進される経済的及び社会的変革の本質は、個人や社会が知

識やアイデアを活用することを助ける力にある。我々が考える情報社会の

あるべき姿は、人々が自らの潜在能力を発揮し自らの希望を実現する可能

性を高めるような社会である。この目的に向けて、我々は、ＩＴが持続可

能な経済成長の実現、公共の福祉の増進及び社会的一体性の強化という相

互に支えあう目標に資するよう確保するとともに、民主主義の強化、統治

における透明性及び説明責任の向上、人権の促進、文化的多様性の増進並

びに国際的な平和及び安定の促進のためにＩＴの潜在力を十分に実現する

よう努めなければならない。これらの目標を達成し新たに生起しつつある

課題に対処するためには、効果的な国家的及び国際的戦略が必要とされる。

３．これらの目的を追求するにあたり、我々は、すべての人がいかなるとこ

ろにおいてもグローバルな情報社会の利益に参加可能とされ、何人もこの

利益から排除されてはならないという参加の原則に対するコミットメント

を新たにする。この社会の強靱性は、情報及び知識の自由な流れ、相互の

寛容性、多様性の尊重といった、人間の発展を促進する民主的価値に依存

する。

４．我々は、競争と革新を促すための適切な政策及び規制の環境の強化、経

済面及び金融面での安定の確保、グローバルなネットワークの最適化のた

めの利害関係者間の協調の促進、ネットワークの健全性を損なう濫用の防

止、情報格差の解消、人材への投資並びにグローバルなアクセス及び参加

の促進のための政府の努力を前進させるにあたり、リーダーシップを発揮

する。
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５．とりわけ、この憲章は、官民のすべての人に対し、国際的な情報・知識

格差の解消を呼び掛けるものである。ＩＴ関連の政策及び行動の堅固な枠

組みは、社会的及び経済的機会を世界的に促進しつつ、我々の互いのかか

わり方を変え得る。共同の政策協力を通じたものを含め、利害関係者間の

効果的なパートナーシップも、また、真にグローバルな情報社会の健全な

発展の鍵である。

ＩＴが提供する機会（デジタル・オポチュニティ）の活用

６．競争を刺激し、生産性の向上を促進し、経済成長及び雇用を創造し、持

続させる上でのＩＴによる潜在的な利益には大きな可能性がある。我々の

任務は、情報社会への移行を促進し、円滑化することのみならず、その経

済的、社会的及び文化的な利益を十分に享受することである。これを達成

するために、以下の主要な基盤を拡充することが重要である。

●適応性のある労働市場、人材養成及び社会的一体性に焦点を当てた政策

に支えられた、開放性、効率性、競争及び革新の環境を促進するための

経済改革及び構造改革。

●企業及び消費者が自信を持って将来の計画を立て、新しい情報技術の利

益を利用するのに資する健全なマクロ経済運営。

●競争的な市場環境並びにネットワーク技術、サービス及びアプリケーシ

ョンの分野での関連技術革新を通じた、迅速で、信頼性があり、安全か

つ手ごろな価格でのアクセスを提供する情報ネットワークの構築。

●教育及び生涯学習を通じた、情報化時代の要請に応えうる人材の養成及

び我々の経済の多くの分野おけるＩＴ専門家に対する需要の増大への対

処。

●すべての国民による政府へのアクセスの改善を確保する上で不可欠な、

公的部門によるＩＴの積極的利用及びサービスのオンラインでの提供の

推進。
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７．情報社会における情報通信ネットワークの発達に関しては、民間部門が

主導的な役割を果たす。しかし、情報社会に必要な、予測可能で透明性が

高くかつ差別的でない政策及び規制の環境を整備することは、政府の役割

である。ＩＴを促進するような環境を創り出すに当たっての民間部門の生

産的なイニシアティブを妨げるような不当な規制的介入を避けることが重

要である。我々は、官民の間の効果的なパートナーシップの原則、透明性

の原則及び技術的中立性の原則を考慮に入れつつ、ＩＴに関連するルール

及び慣行が経済的取引における革命的変化に対応しうることを確保すべき

である。ルールは、予測可能で、企業及び消費者にコンフィデンスを与え

るものでなければならない。情報社会の社会的及び経済的な利益を最大化

するために、我々は、次の主要な原則及びアプローチに合意するとともに、

他国に対しこれらを推奨する。

－基本電気通信のための差別的でなくかつ原価に照らして定められる相互

接続を含む、情報技術並びに電気通信関連の製品及びサービスの供給市

場における競争の促進及び市場開放を継続する。

－ＩＴに関連する革新、競争及び新しい技術の普及を促進するためには、

ＩＴ関連技術の知的所有権の保護が枢要である。我々は、知的所有権関

係当局の間で既に行われている共同作業を歓迎するとともに、我々の専

門家に対し、この分野における将来の方向について議論することを更に

奨励する。

－政府が知的所有権の保護を完全に遵守しつつ、ソフトウェアを使用する

ことについてコミットメントを新たにすることも重要である。

－電気通信、運輸及び小包配達を含む多くのサービスが情報社会・経済に

とって決定的に重要であり、その効率性を向上させることにより利益が

最大化する。税関やその他の貿易に関する手続きもＩＴを促進するよう

な環境を強化する上で重要である。

－強固な世界貿易機関（ＷＴＯ）の枠組み、ＷＴＯ及び他の国際的なフォ

ーラムにおける電子商取引に関する作業の継続、並びに既存のＷＴＯの

貿易規律の電子商取引への適用といった文脈の下に、ネットワークや関

連するサービス及び手続きに関する更なる自由化及び改善を推進するこ
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とによって、国境を越えた電子商取引を促進する。

－中立、公平、簡素などの伝統的な原則及び経済協力開発機構（ＯＥＣ

Ｄ）の作業において合意されたその他の主要な要素に基づいた、電子商

取引に対する課税に関する一貫性のあるアプローチ。

－次回のＷＴＯ閣僚会議における見直しを条件として、電子送信に関税を

賦課しないという慣行を継続する。

－互換性のある技術標準などを含む、市場主導型の標準の推進。

－ＯＥＣＤのガイドラインに従って電子市場に対する消費者の信頼を推進

し、オンライン行動規範、トラストマーク及びその他の信頼性プログラ

ムのような効果的な自主的規制イニシアティブによるものも含め、オン

ラインの世界においてオフラインの世界と同等の消費者保護を提供する

とともに、裁判外紛争解決制度の利用を含め、国境を越えた紛争におい

て消費者が直面する困難を軽減するための方途を検討する。

－情報の自由な流れを保護しながら、効果的で意味のある消費者のプライ

バシーの保護及び個人情報の処理におけるプライバシーの保護を構築す

る。

－取引の安全性及び確実性を確保するための、電子認証、電子署名、暗号

及びその他の手段の更なる開発及びその効果的な機能。

８．グローバルな情報社会を構築するための国際的な努力には、犯罪のない

安全なサイバー空間を強化するための協調行動が伴わなければならない。

我々は、サイバー犯罪と闘うために、情報システムの安全のためのＯＥＣ

Ｄガイドラインに示されている効果的な措置が実施されることを確保しな

ければならない。国際組織犯罪に関するリヨン・グループの枠組みにおけ

るＧ８の協力は強化される。我々は、最近の「Ｇ８パリ会合：サイバー空

間における安全性と信頼性に関する政府と産業界との対話」の成功を基礎

として、産業界との対話を更に推進する。ハッキングやウィルスといった

安全性に関する緊急な問題についても効果的な政策的対応を必要とする。

我々は、枢要な情報基盤を保護するために産業界及びその他の利害関係者
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との関与を継続する。

情報格差（デジタル・ディバイド）の解消

９．国内及び国家間の情報格差の解消は、我々それぞれの国民的課題の中で

決定的に重要性を帯びるに至っている。誰もが情報通信ネットワークへの

アクセスを享受しうるべきである。我々は、この問題に取り組むための一

貫した戦略の策定及び実施のために、現在進められている努力へのコミッ

トメントを再確認する。我々は、また、格差の解消の必要性に関する産業

界及び市民社会の認識の高まりを歓迎する。産業界及び市民社会が有する

専門知識及び資源を動員することは、我々がこの課題に対応するにあたっ

て不可欠の要素である。我々は、急速な技術及び市場の発展に対応しうる

ような、政府と市民社会の間の効果的なパートナーシップを引き続き追求

する。

１０．我々の戦略の主要な構成要素の一つは、すべての人々によるかつ手ご

ろな価格でのアクセスに向けての継続的な取り組みでなければならない。

我々は次のことを継続する。

●手ごろな価格での通信サービスの供給に資するような市場環境を促進す

ること。

●一般に利用可能な設備を通じたアクセスを含む、他の補完的手段を探求

すること。

●特にサービスの行き届いていない都市部、農村地域及び遠隔地域におけ

るネットワークへのアクセスの改善を優先すること。

●社会的に恵まれない人々、障害者及び高齢者のニーズ及び制約に特に注

意を払い、これらの人々のアクセス及び利用を促進するための措置を積

極的に追求すること。

●携帯端末を通じたインターネットへのアクセスを含む、「利用者に優し

い」、「バリアフリー」な技術の更なる開発を奨励すること、及び、無

料かつ一般に利用可能なコンテンツを知的所有権を尊重した形でより幅
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広く利用することを奨励すること。

１１．情報社会の前進のための政策は、情報化時代の要請に応えうる人材の

養成によって支えられたものでなければならない。我々は、教育、生涯学

習及び訓練を通じて、すべての市民に対し、ＩＴ関連の読み書き能力及び

技能を育む機会を提供することにコミットしている。我々は、学校、教室

及び図書館をオンライン化し、教員をＩＴ及びマルチメディア情報源に関

して習熟させることにより、この意欲的な目標に向けて引き続き取り組ん

でいく。中小企業及び自営業者がオンライン化し、インターネットを効果

的に利用するようにするための支援及びインセンティブの提供を目的とし

た措置も追求する。我々は、また、特に他の方法によっては教育及び訓練

を得られなかった人々に対して革新的な生涯学習の機会を提供するための

ＩＴの利用を奨励する。

全世界的参加の推進

１２．ＩＴは、新興市場諸国及び開発途上国にとって非常に大きな機会を提

供する。ＩＴの潜在性を利用することに成功する国は、インフラ開発に関

する従来の障害を乗り超え、貧困削減、保健、衛生、教育のような極めて

重要な開発目標をより効果的に満たし、世界的な電子商取引の急成長から

利益を得ることを期待しうる。いくつかの開発途上国は、それらの分野に

おいて既に著しい進展を見せている。

１３．しかしながら、国際的な情報・知識格差を解消するという課題は過小

評価できない。我々は、多くの開発途上国がそのことに優先度を与えてい

ることを認識する。実際、ＩＴ革新の加速的進展についていけない開発途

上国は、情報社会・経済に十分に参加する機会を享受できないかもしれな

い。このことは、電力、通信、教育のような基礎的な経済・社会インフラ

面での現存する格差がＩＴの普及を妨げる場合に、特に当てはまる。

１４．この課題に応えるに際して、我々は、開発途上国の多様な条件やニー

ズを考慮に入れるべきであることを認識する。解決のための「万能薬」は

ない。ＩＴ促進的で、競争促進的な政策及び規制の環境を築き、開発目標

及び社会的一体性の追求に向けてＩＴを利用し、ＩＴ技術を持った人材を

開発し、そして地域社会イニシアティブ及び域内の企業家精神を奨励する
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ための、首尾一貫した国家戦略の採用を通して、開発途上国が主体的に取

り組むことが決定的に重要である。

今後の進むべき道

１５．国際格差を解消するための努力にとっては、我々の社会でもそうであ

るように、すべての利害関係者の間の効果的な協力が非常に重要である。

二国間並びに多国間による援助は、ＩＴの開発のための枠組み条件づくり

に引き続き大きな役割を果たすであろう。国際開発金融機関、特に世界銀

行を含む国際金融機関は、成長を促進し、貧しい人々に利益をもたらすと

ともに、相互接続性、アクセス及び訓練を拡大する計画を策定し実施する

ことによって、この点における貢献を行うことができる格好の立場にいる。

国際電気通信連合（ＩＴＵ）、国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）、国連

開発計画（ＵＮＤＰ）及びその他の関連国際フォーラムもまた、重要な役

割を有している。民間部門は、依然としてＩＴを開発途上国へ普及させる

上での中心的な存在であり、情報格差を解消するための国際的な努力に重

要な貢献を行うことができる。ＮＧＯは、草の根地域に達することのでき

る特有の能力を備えており、人材開発及び地域開発に有効に貢献できる。

要するに、ＩＴは世界規模の広がりを見せており、したがって世界規模の

対応を必要としている。

１６．我々は、二国間の開発援助、国際機関や民間団体によって既に進行中

である、国際情報格差を解消するための努力を歓迎する。我々は、また、

世界経済フォーラム（ＷＥＦ）のグローバル・デジタル・ディバイド・イ

ニシアティブ、電子商取引グローバル・ビジネス・ダイアログ（ＧＢＤ

ｅ）そしてグローバル・フォーラムのような民間部門からの貢献を歓迎す

る。

１７．知識に基づいた世界経済という文脈におけるＩＴの役割に関する国連

経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）の閣僚宣言において強調されているよう

に、開発途上国とのＩＴ関連の計画や事業の効果を高め、また「最良の慣

行」を集め情報格差を縮小させるのに役立つべくすべての利害関係者から

利用可能な資金を動員するために一層の国際的な対話と協力が必要とされ

ている。Ｇ８は、先進国、開発途上国、民間企業及びＮＧＯを含む市民社

会、財団及び教育機関、国際機関の間のより強固なパートナーシップの創
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設を推進するために努力する。我々は、また、開発途上国が、他の利害関

係者と協力して、ＩＴにとってより良い環境並びにＩＴのより良い利用方

法を生み出すために、金融面、技術面、政策面での貢献を手にすることが

できるように努力する。

１８．我々の努力をより広範な国際的アプローチに統合するため、我々は、

デジタル・オポチュニティ作業部会（ドット・フォース）を設立すること

に合意する。この目的のため、ドット・フォースは、利害関係者の参加を

確保する最善の方法について検討するためにできるだけ早く会合を持つ。

このハイレベルの作業部会は、他のパートナーと緊密に協議しつつ、また、

開発途上国のニーズに対応するようにしつつ、次のことを行う。

●政策、規制及びネットワークの環境整備を促進し、相互接続性を向上さ

せ、アクセスを拡大させ費用を引下げ、人材を育成し、世界的な電子商

取引ネットワークへの参加を奨励するとの観点から、国際協力を推進す

るため、開発途上国、国際機関及びその他の利害関係者との議論を積極

的に促進する。

●ＩＴ関連の試験的な計画及びプロジェクトにおける協力のためのＧ８自

身による努力を奨励する。

●パートナー間のより緊密な政策対話を推進し、課題と機会についての一

般の認識を世界的に向上させるようにする。

●グローバル・デジタル・ディバイド・イニシアティブによる貢献などの

民間セクター及びその他の関心を有するグループからの提言を検討する。

●我々のジェノバでの次回会合までに、結果及び活動について我々の個人

代表に報告する。

１９．これらの目的を追求するため、ドット・フォースは、以下で特定され

た優先事項に関して具体的な措置をとるための方法を探求する。

●政策、規制及びネットワークの環境整備の促進

－競争促進的かつ柔軟で社会参加型の政策及び規制の環境を推進するた
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め、政策助言及び地域的なキャパシティ・ビルディングを支援する。

－開発途上国とその他のパートナーの間の経験の共有を促進する。

－貧困削減、教育、国民の保健、文化などの幅広い分野を含む開発努力

におけるＩＴのより効果的かつ一層の活用を奨励する。

－参加型の政策策定に関する新たな手法の検討を含む良い統治を推進す

る。

－インフォ・デブなどの協力計画に関し、知的・財政的資源を集めるた

めの国際開発金融機関（ＭＤＢ）及びその他の国際機関による努力を

支援する。

●相互接続性の向上、アクセスの拡大及び費用の引下げ

－政府、国際機関、民間セクター及びＮＧＯがかかわる「パートナーシ

ップ」アプローチに特に重点を置きつつ、情報通信基盤を改善するた

めの資源を動員する。

－相互接続にかかる開発途上国側の費用を削減する方法について作業を

行う。

－各般のコミュニティ・アクセス計画を支援する。

－開発途上国における個別の要求に対応した技術及びアプリケーション

の研究開発を奨励する。

－ネットワーク、サービス及びアプリケーションの相互運用性を改善す

る。

－様々な母国語によるコンテンツの開発を含め、地域密着型で有益なコ

ンテンツの製造を奨励する。

●人材の育成

－ＩＴ技能の開発に特に重点を置きつつ、基礎教育並びに生涯学習の機

会の増加に焦点を当てる。

－ＩＴ並びにその他の関連する政策分野及び規制課題における訓練を受

けた専門家層の形成を支援する。

－遠隔地学習及び地域的な訓練を含め、技術協力の伝統的な範囲を拡大

する革新的なアプローチを開発する。

－学校、研究施設及び大学を含め、公的施設及び地域社会のネットワー

クを構築する。

●世界的な電子商取引ネットワークへの参加の奨励
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－開発途上国における新規企業に対する助言の提供、並びに、効率性及

び新たな市場へのアクセスを改善するために企業がＩＴを使用するこ

とを手助けするための資源の動員を通じ、電子商取引に関する環境整

備と利用の状況を評価し、向上させる。

－「ゲームのルール」が作り出される際に、それらが開発努力と矛盾し

ないことを確保するとともに、これらのルールの決定に際して開発途

上国が建設的な役割を果たすための能力を構築する。


